
              同   意   書 

 

 本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のよ

うに定める。 

 

１ 発起人亀頭治が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額 

   株式会社丸亀実業      普通株式    ２０株 

   株式と引換えに払い込む金額      金１００万円 

 

上記事項を証するため、発起人全員記名押印する。 

 

平成２２年  月  日 

 株式会社丸亀実業 

 

         東京都杉並区久我山５丁目８番１１号１０１ 

         発起人   亀頭 治   印（発起人の個人の実印） 


